
ガ イ ド

保険適応の概要 (社会保険研究所発刊 医科点数表の解釈 P291、292より転記）

１. 肺癌

２. 乳癌

３. 大腸癌

４. 頭頚部癌
１,２,３,４については下記のいずれかに該当する患者に使用する。
◆他の検査、画像診断によりこれらの癌の存在を疑うが、病理診断により確定診断が得
られない患者。

◆他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者。

５. 脳腫瘍
　他の検査、画像診断により転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。

６. 膵癌
　他の検査、画像診断により膵癌の存在を疑うが、腫瘤形成性膵炎と鑑別が困難な患者に
使用する。

７. 悪性リンパ腫
　　他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。

８. 転移性肝癌
　以下のいずれかに該当する患者に使用する。
◆他の検査、画像診断により転移性肝癌を疑うが、病理診断により確定診断が得られな
い患者。

◆原発巣の不明な患者。

９. 原発不明癌
リンパ節生検、ＣＴ等で転移巣が疑われ、かつ、腫瘍マーカーが高値を示す等、悪性腫
瘍の存在を疑うが、原発巣の不明な患者に使用する。

10. 悪性黒色腫
　他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。

11. てんかん
　難治性部分てんかんで外科的切除が必要とされる患者に使用する。

12. 虚血性心疾患
虚血性心疾患による心不全患者で、心筋組織のバイアリティ診断が必要とされる患者に
使用する。
ただし、通常の心筋血流シンチグラフィで判定困難な場合に限るものとする。
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